
「省エネお助け隊」は経済産業省の補助事業である
令和６年度地域エネルギー利用最適化取組支援事業で活動しています。

による省エネ診断 のご案内

省エネ診断では、事業所全体のエネルギー使用状況を把握し、
省エネできる項目を洗い出し、改善項目についてご提案いたします。

情報収集・現場調査

エネルギー使用量や
運用状況の分析

エネルギーコスト
削減提案 補助金・税制情報

のご案内

省エネに詳しい人材がおらず、何から手を付けたら良いか分からない

投資コストを抑えてできる省エネ取組を教えて欲しい

エネルギーコスト削減のために事業所全体で取組めることを洗い出して欲しい

こんな方におすすめ

• 専門家の視点で的確なアドバイスをいただけ、今後の省エネ取組のイメージが持てた。

• 投資0で始められる省エネ取組の提案もあり、取組みやすかった。

• 事業所全体を細かく診断し、1つ1つ丁寧に説明をしていただいた。

無料 費用総額の9割補助

専門家による診断を
進めていきます。

ご希望に応じて無料
で対面での打ち合わ
せも実施可能です。

省エネ診断の流れ

貴社のニーズや必要
情報を確認します。

事前ヒアリング 診断前打ち合わせ

01

診断内容の報告を
もって診断完了です。

02

省エネ診断実施 報告会

03 04

実 際 に

省 エ ネ 診 断 を 受 診 し た 人 の 声



―

―

＜省エネ診断を受けられる事業者＞ ※以下のいずれかに該当すること

見積は無料です。お気軽にお問い合わせください。
詳細については、WEBサイト「省エネお助け隊ポータル」に掲載されています。

省エネお助け隊ポータル 検索

【TEL】03-5565-3970

【受付時間】10:00～12:00/13:00～17:00

※土曜、日曜、祝日を除く ※通話料がかかりますのでご注意ください

は、地域エネルギー利用最適化取組支援事業の執行団体です。

「省エネお助け隊」のお問い合わせ先はこちらです。

URL：https://www.shoene-portal.jp/

あなたはどのプラン？

中小企業基本法に定める中小企業者

会社法上の会社に該当しないもの※1で、年間エネルギー使用量1,500kl未満の事業

所（100kl未満の小規模事業者も対象）

※1 会社法上の会社に該当しないものとは、「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人（ＮＰＯ

法人）」「協同組合」等をいいます。

※ 複数事業所を有する法人は、同一年度に省エネ診断を実施出来る事業所の数に制限がありますので、ご注意

ください。

延床面積 事業所の規模

4棟以上又は
10階建て以上

３棟以上又は
７階建て以上

2棟以上又は
４階建て以上

５０ｋｌ以下

５０ｋｌ超～
３００ｋｌ以下

３００ｋｌ超
～１，５００ｋｌ以下

１,５００ｋｌ超
～３,０００ｋｌ以下

３,０００ｋｌ超

２００㎡以下

２００㎡超
～１,０００㎡以下

１,０００㎡超
～２，０００㎡以下

２,０００㎡超
～５,０００㎡以下

５,０００㎡超

or

or

or

年間エネルギー使用量/延床面積/事業所の規模は、いずれか1つを満たしていれば
当該プランをご利用いただけます。詳細は省エネお助け隊にお問い合わせください。

or

or

or

or

or

or

or

or

診断プラン

ご負担額(税込)

50kl 診断

7,304円

300kl 診断

14,608円

1,500kl 診断

20,086円

3,000kl 診断

25,５６４円

カスタム診断

2６,4７７円～４６,５６３円

年間の
エネルギー使用量
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